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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　供給源からデバイスに二酸化炭素を供給する、リソグラフィ装置のための二酸化炭素供
給システムであって、
　前記供給源から前記デバイスへの二酸化炭素の流れのための供給ラインと、
　前記供給ラインにおけるバルブであって、前記供給ラインに沿ってガスが流れることが
できる開位置と、前記供給ラインに沿った前記ガス流が遮断される閉位置とを有するバル
ブと、
　制御システムであって、
　　前記供給ラインにおけるガスの第１の流量または圧力にて切り替わる、前記供給ライ
ンにおける第１のスイッチと、
　　前記供給ラインにおけるガスの第２の流量または圧力にて切り替わる、前記供給ライ
ンにおける第２のスイッチと、を備え、
　　前記第１のスイッチからの信号が、前記供給ラインにおけるガスが前記第１の流量ま
たは圧力を上回ることを示す場合、前記バルブを前記開位置から前記閉位置に移動させ、
　　前記第２のスイッチからの信号が、前記供給ラインにおけるガスが前記第２の流量ま
たは圧力を下回ることを示す場合、前記バルブを前記開位置から前記閉位置に移動させる
制御システムと、を備え、
　前記第２の流量または圧力は前記第１の流量または圧力より小さい、供給システム。
【請求項２】
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　前記バルブは、ノーマルクローズ弁である、請求項１に記載の供給システム。
【請求項３】
　前記第１のスイッチ、前記第２のスイッチ、または両方は、特定の圧力にて切り替わる
、請求項１または２に記載の供給システム。
【請求項４】
　前記供給ラインにおいて質量流量コントローラをさらに備える、請求項１から３のいず
れか１項に記載の供給システム。
【請求項５】
　前記制御システムは、（ｉ）前記第１のスイッチからの信号が、前記供給ラインにおけ
るガスが前記第１の流量または圧力を上回ることを示す場合、または（ｉｉ）前記第２の
スイッチからの信号が、前記供給ラインにおけるガスが前記第２の流量または圧力を下回
ることを示す場合、前記質量流量コントローラをオフに切り替える、請求項４に記載の供
給システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]　本発明は、ポンプシステム、二酸化炭素供給システム、抽出システム、リソグ
ラフィ装置、およびデバイス製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]　リソグラフィ装置は、所望のパターンを基板上、通常、基板のターゲット部分
上に付与する機械である。リソグラフィ装置は、例えば集積回路（ＩＣ）の製造に用いる
ことができる。その場合、ＩＣの個々の層上に形成される回路パターンを生成するために
、マスクまたはレチクルとも呼ばれるパターニングデバイスを用いることができる。この
パターンは、基板（例えばシリコンウェーハ）上のターゲット部分（例えば１つ以上のダ
イの一部を含む）に転写することができる。通常、パターンの転写は、基板上に設けられ
た放射感応性材料（レジスト）層上への結像によって行われる。一般には、単一の基板が
、連続的にパターニングされる隣接したターゲット部分のネットワークを含んでいる。従
来のリソグラフィ装置としては、ターゲット部分上にパターン全体を一度に露光すること
により各ターゲット部分を照射するいわゆるステッパ、および放射ビームによってある特
定の方向（「スキャン」方向）にパターンをスキャンすると同時に、この方向に平行また
は逆平行に基板をスキャンすることにより各ターゲット部分を照射するいわゆるスキャナ
が含まれる。パターンを基板上にインプリントすることにより、パターニングデバイスか
ら基板にパターンを転写することも可能である。
【０００３】
　[0003]　投影システムの最終要素と基板との間の空間を充填するように、例えば水とい
った比較的高い屈折率を有する液体内に、リソグラフィ投影装置における基板を浸漬する
ことが提案されている。一実施形態では、液体は蒸留水であるが、別の液体を用いてもよ
い。本発明の実施形態は、液体を参照しながら説明する。しかし、特に湿潤流体、非圧縮
性流体、および／または空気より高い屈折率、望ましくは水より高い屈折率を有する流体
といった別の流体も好適でありうる。ガスを含まない流体が特に望ましい。その意義は、
より小さいフィーチャを結像可能とすることであり、これは露光放射が液体中ではより短
い波長を有することになるからである（液体の効果としては、システムの有効開口数（Ｎ
Ａ）を増加し、さらに焦点の深度を増加することと見なされうる）。固体粒子（例えば石
英）が中に懸濁した水、または、ナノ粒子懸濁（例えば１０ｎｍまでの最大寸法を有する
粒子）を有する液体を含む、他の液浸液も提案されている。懸濁粒子は、それらが懸濁し
ている液体と同様のまたは同じ屈折率を有しても有していなくてもよい。他の適切であり
うる液体には、芳香族といった炭化水素、フッ化炭化水素、および／または水溶液が含ま
れる。
【０００４】
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　[0004]　基板、または、基板および基板テーブルを液体浴内に沈めること（例えば米国
特許第４，５０９，８５２号を参照）は、スキャン露光時に加速されなくてはならない大
量の液体があることを意味する。これは追加の、またはそれ以上の強力なモータを必要と
し、液体中の乱流は、不所望でかつ予測不可能な影響につながりうる。
【０００５】
　[0005]　液浸装置では、液浸流体は、流体ハンドリングシステム、デバイス構造または
装置によって取り扱われる。一実施形態では、流体ハンドリングシステムは、液浸流体を
供給しうるので、流体供給システムでありうる。一実施形態では、流体ハンドリングシス
テムは、液浸流体を少なくとも部分的に閉じ込め、それにより、流体閉じ込めシステムで
もありうる。一実施形態では、流体ハンドリングシステムは、液浸流体に対する障壁を与
え、それにより、流体閉じ込め構造といった障壁部材でありうる。一実施形態では、流体
ハンドリングシステムは、例えば液浸流体の流れおよび／または位置の制御を支援するた
めに、ガス流を作成または使用しうる。ガス流は、液浸流体を閉じ込めるシールを形成し
うるので、流体ハンドリング構造は、シール部材とも呼ばれうる。このようなシール部材
は流体閉じ込め構造でありうる。一実施形態では、液浸液が液浸流体として用いられる。
その場合、流体ハンドリングシステムは、液体ハンドリングシステムでありうる。上記説
明に関連して、本段落における流体に関して定義された特徴への言及は、液体に関して定
義される特徴を含むと理解されうるものとする。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]　液浸液が、流体ハンドリングシステムによって、投影システム下の表面上の局
所領域に閉じ込められると、メニスカスが流体ハンドリングシステムと表面との間に延在
しうる。メニスカスが表面上の小滴と衝突すると、これは、液浸液中に泡が含まれること
をもたらしうる。小滴は、流体ハンドリングシステムからの漏れを含む様々な理由によっ
て表面上に存在しうる。液浸液中の泡は、例えば基板の結像時に投影ビームと干渉するこ
とにより、結像誤差をもたらしうる。
【０００７】
　[0007]　これに対処するために、二酸化炭素がメニスカスの半径方向外側に供給されう
る。しかし、二酸化炭素は特定の濃度以上では窒息を引き起こしうるので、例えば人間に
は危険である。
【０００８】
　[0008]　例えば二酸化炭素の安全な取り扱いのための１つ以上のコンポーネントを提供
することが望ましい。
【０００９】
　[0009]　一態様では、抽出システムが提供され、この抽出システムは、特定の大きさを
超える上流圧力にて開くように構成されたチェックバルブへ導管に沿ってガスを送出する
ポンプと、ポンプとチェックバルブとの間のガス圧を示す信号を生成する圧力センサと、
圧力センサからの信号がポンプとチェックバルブとの間のガス圧が特定の大きさを下回る
ことを示す場合、停止信号を生成するように構成されるコントローラとを備える。
【００１０】
　[0010]　一態様では、リソグラフィ装置用の抽出システムが提供され、このシステムは
、ガス流用の導管と、特定の大きさを超える上流圧力にて開くように構成された、導管内
のチェックバルブと、ガス流を導管に沿ってチェックバルブに送出するように構成された
ポンプと、チェックバルブの下流のコネクタであって、導管を外部負圧源に流体接続して
導管からガス流を受け取るように構成され、周囲雰囲気に流体接続された該外部負圧源と
の接続を形成するように構成されたコネクタとを備える。
【００１１】
　[0011]　一態様では、ポンプシステムが提供され、このポンプシステムは、ガスを送出
するように適応された液体潤滑ポンプと、ポンプからガスおよび液体を受け取る第１の容
器であって、ガスを供給する排気アウトレットを備え、かつ液体を供給する、該排気アウ
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トレットより下のオーバフローアウトレットを備える第１の容器と、オーバフローアウト
レットと流体連結している第２の容器であって、ドレインアウトレットを備える第２の容
器と、ドレインアウトレットの下流のポンプと、ポンプの下流にあり、特定の大きさを超
える上流圧力にて開くように構成されたチェックバルブと、を備える。
【００１２】
　[0012]　一態様では、リソグラフィ装置が提供され、このリソグラフィ装置は、投影シ
ステムの最終要素と対向表面との間に空間に液体を供給する流体ハンドリングシステムで
あって、該空間内の液体のメニスカスの半径方向外側にガス流を供給する第１のガスアウ
トレットを有する流体ハンドリングシステムと、温度調整されたガス流をオブジェクト上
に供給する、第１のガスアウトレットの半径方向外側の少なくとも１つの第２のガスアウ
トレットと、少なくとも１つの第２のガスアウトレットにおけるまたはその上流の流れお
よび／または圧力を検出するセンサを備える制御システムであって、当該センサからの信
号が少なくとも１つの第２のガスアウトレットにおけるまたはその上流の流れおよび／ま
たは圧力が特定の大きさを下回ることを示す場合に、液体のメニスカスの半径方向外側の
ガス流の供給を停止するように構成される制御システムと、を備える。
【００１３】
　[0013]　一態様では、リソグラフィ装置が提供され、このリソグラフィ装置は、二酸化
炭素源から二酸化炭素が供給される容積と、容積へのアクセスが試みられたことおよび／
または容積の誤閉鎖を検出するセンサを備える制御システムであって、当該センサからの
信号が容積へのアクセスが試みられたことおよび／または容積の誤閉鎖を示す場合に、容
積への二酸化炭素の供給を停止するように構成されている制御システムと、を備える。
【００１４】
　[0014]　一態様では、供給源からデバイスに二酸化炭素を供給する二酸化炭素供給シス
テムが提供され、この供給システムは、供給源からデバイスへの二酸化炭素の流れのため
の供給ラインと、供給ラインにおけるバルブであって、ガスが供給ラインに沿って流れる
ことができる開位置と、供給ラインに沿ったガス流が遮断される閉位置とを有するバルブ
と、制御システムであって、供給ラインにおけるガスの第１の流量または圧力にて切り替
わる供給ラインにおける第１のスイッチ、および供給ラインにおけるガスの第２の流量ま
たは圧力にて切り替わる供給ラインにおける第２のスイッチを備え、（ｉ）第１のスイッ
チからの信号が供給ラインにおけるガスが第１の流量または圧力を上回ることを示す場合
、または（ｉｉ）第２のスイッチからの信号が供給ラインにおけるガスが第２の流量また
は圧力を下回ることを示す場合、バルブを開位置から閉位置に移動させるように構成され
ている制御システムと、を備える。
【００１５】
　[0015]　一態様では、リソグラフィ装置が提供され、このリソグラフィ装置は、供給源
からデバイスに二酸化炭素を供給する二酸化炭素供給システムと、次の事項のうち１つ以
上の事項が生じると二酸化炭素供給システムを停止するように構成された制御システムと
、を備える。（ｉ）圧力センサが、抽出システム内のポンプとチェックバルブとの間のガ
ス圧が特定の大きさを下回ることを示す信号を生成すること、（ｉｉ）センサが、温度調
整されたガス流を供給するガスアウトレットにおけるまたはその上流の流量および／また
は圧力が特定の大きさを下回ることを示す信号を生成すること、（ｉｉｉ）スイッチから
の信号が、二酸化炭素供給システムの供給ラインにおけるガスが第１の流量または圧力を
上回るか、または第２の流量または圧力を下回ることを示すこと、および／または（ｉｖ
）センサからの信号が、二酸化炭素供給システムから二酸化炭素が供給される容積へのア
クセスが試みられたことを示すこと。
【００１６】
　[0016]　一態様では、抽出システムが提供され、この抽出システムは、ガス流用の導管
と、導管内のチェックバルブと、ガス流を導管に沿ってチェックバルブに送出するポンプ
と、ポンプとチェックバルブとの間の導管におけるガス圧が特定の大きさを下回ることを
示す信号を生成する圧力センサと、少なくとも圧力センサに信号的に接続され、圧力セン
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サによって生成された信号を受信すると停止信号を生成するように構成されるコントロー
ラと、を備える。
【００１７】
　[0017]　一態様では、二酸化炭素の供給を制御する方法が提供される。かかる方法では
、二酸化炭素の供給は、次の事項のうち１つ以上の事項が生じると止められる。（ｉ）圧
力センサが、抽出システム内のポンプとチェックバルブとの間のガス圧が特定の大きさを
下回ることを示す信号を生成すること、（ｉｉ）センサが、温度調整されたガス流を供給
するガスアウトレットにおけるまたはその上流における流量および／または圧力が特定の
大きさを下回ることを示す信号を生成すること、（ｉｉｉ）スイッチからの信号が、二酸
化炭素供給システムの供給ラインにおけるガスが第１の流量または圧力を上回るか、また
は第２の流量または圧力を下回ることを示すこと、および／または（ｉｖ）センサからの
信号が、二酸化炭素供給システムから二酸化炭素が供給される容積へのアクセスが試みら
れたことを示すこと。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　[0018]　本発明の実施形態を、ほんの一例として、添付概略図を参照しながら説明する
。図中、対応する参照記号は対応する部分を示す。
【図１】[0019]　図１は本発明の実施形態によるリソグラフィ装置を示す。
【図２】[0020]　図２はリソグラフィ投影装置における使用のための液体供給システムを
示す。
【図３】[0020]　図３はリソグラフィ投影装置における使用のための液体供給システムを
示す。
【図４】[0021]　図４はリソグラフィ投影装置における使用のための更なる液体供給シス
テムを示す。
【図５】[0022]　図５はリソグラフィ投影装置における使用のための更なる液体供給シス
テムを示す。
【図６】[0023]　図６は二酸化炭素供給システムを概略的に示す。
【図７】[0024]　図７は二酸化炭素が供給される、リソグラフィ装置の容積を概略的に示
す。
【図８】[0025]　図８は抽出およびポンプシステムを概略的に示す。
【図９】[0026]　図９は抽出およびポンプシステムの別の実施形態を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　[0027]　図１は、本発明の一実施形態によるリソグラフィ装置を概略的に示す。このリ
ソグラフィ装置は、
　‐放射ビームＢ（例えばＵＶ放射またはＤＵＶ放射）を調整するように構成された照明
システム（イルミネータ）ＩＬと、
　‐パターニングデバイス（例えばマスク）ＭＡを支持するように構築され、かつ特定の
パラメータに従ってパターニングデバイスＭＡを正確に位置決めするように構成された第
１のポジショナＰＭに接続されたサポート構造（例えばマスクテーブル）ＭＴと、
　‐基板（例えばレジストコートウェーハ）Ｗを保持するように構築され、かつ特定のパ
ラメータに従って例えば基板Ｗのテーブルの表面を正確に位置決めするように構成された
第２のポジショナＰＷに接続されたサポートテーブル（例えば１つ以上のセンサを支持す
るセンサテーブルまたは基板テーブルＷＴ）と、
　‐パターニングデバイスＭＡによって放射ビームＢに付けられたパターンを基板Ｗのタ
ーゲット部分Ｃ（例えば１つ以上のダイを含む）上に投影するように構成された投影シス
テム（例えば屈折投影レンズシステム）ＰＳを含む。
【００２０】
　[0028]　照明システムＩＬとしては、放射を誘導し、整形し、または制御するために、
屈折型、反射型、磁気型、電磁型、静電型、またはその他のタイプの光学コンポーネント
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、あるいはそれらの任意の組み合せ等の様々なタイプの光学コンポーネントを含むことが
できる。
【００２１】
　[0029]　サポート構造ＭＴは、パターニングデバイスＭＡを保持する。サポート構造Ｍ
Ｔは、パターニングデバイスＭＡの向き、リソグラフィ装置の設計、および、パターニン
グデバイスＭＡが真空環境内で保持されているか否か等の他の条件に応じた態様で、パタ
ーニングデバイスＭＡを保持する。サポート構造ＭＴは、機械式、真空式、静電式または
その他のクランプ技術を使って、パターニングデバイスＭＡを保持することができる。サ
ポート構造ＭＴは、例えば、必要に応じて固定または可動式にすることができるフレーム
またはテーブルであってもよい。サポート構造ＭＴは、パターニングデバイスＭＡを、例
えば、投影システムＰＳに対して所望の位置に確実に置くことができる。本明細書におい
て使用される「レチクル」または「マスク」という用語はすべて、より一般的な「パター
ニングデバイス」という用語と同義であると考えてよい。
【００２２】
　[0030]　本明細書において使用される「パターニングデバイス」という用語は、基板の
ターゲット部分内にパターンを作り出すように、放射ビームの断面にパターンを付与する
ために使用できるあらゆるデバイスを指していると広く解釈されるべきである。なお、放
射ビームに付与されたパターンは、例えばそのパターンが位相シフトフィーチャまたはい
わゆるアシストフィーチャを含む場合、基板のターゲット部分内の所望のパターンに正確
に一致しなくてもよいことに留意されたい。一般に、放射ビームに付与されたパターンは
、集積回路等のターゲット部分内に作り出されるデバイス内の特定の機能層に対応する。
【００２３】
　[0031]　パターニングデバイスＭＡは、透過型であっても反射型であってもよい。パタ
ーニングデバイスの例としては、マスク、プログラマブルミラーアレイ、およびプログラ
マブルＬＣＤパネルが含まれる。マスクは、リソグラフィでは周知であり、バイナリ、レ
べンソン型（alternating）位相シフト、およびハーフトーン型（attenuated）位相シフ
ト等のマスク型、ならびに種々のハイブリッドマスク型を含む。プログラマブルミラーア
レイの一例では、小型ミラーのマトリックス配列が用いられ、入射する放射ビームを様々
な方向に反射させるように各小型ミラーを個別に傾斜させることができる。傾斜されたミ
ラーは、ミラーマトリックスによって反射される放射ビームにパターンを付与する。
【００２４】
　[0032]　本明細書において使用される「投影システム」という用語は、使われている露
光放射に、或いは液浸液の使用または真空の使用といった他の要因に適切な屈折型、反射
型、反射屈折型、磁気型、電磁型、および静電型光学システム、またはそれらの任意の組
合せを含むあらゆる種類の投影システムを包含すると広く解釈されるべきである。本明細
書において使用される「投影レンズ」という用語はすべて、より一般的な用語「投影シス
テム」と同義であると考えてよい。
【００２５】
　[0033]　本明細書に示されているとおり、リソグラフィ装置は、透過型のもの（例えば
透過型マスクを採用しているもの）である。或いは、リソグラフィ装置は、反射型のもの
（例えば上述したようなタイプのプログラマブルミラーアレイまたは反射型マスクを採用
しているもの）であってもよい。
【００２６】
　[0034]　リソグラフィ装置は、例えば２つ以上の基板テーブル、または、１つ以上の基
板テーブルおよび１つ以上のセンサまたは測定テーブルの組み合わせである、２つ（デュ
アルステージ）以上のテーブル（または、ステージもしくはサポート）を有するタイプの
ものであってもよい。そのような「マルチステージ」機械では、多数のテーブルを並行し
て使うことができ、すなわち予備工程を１つ以上のテーブル上で実行しつつ、別の１つ以
上のテーブルを露光用に使うこともできる。リソグラフィ装置は、基板、センサ、および
測定テーブルと同様に並行して使うことができる２つ以上のパターニングデバイステーブ
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ル（またはステージもしくはサポート）を有しうる。
【００２７】
　[0035]　図１を参照すると、イルミネータＩＬは、放射源ＳＯから放射ビームを受ける
。例えば放射源がエキシマレーザである場合、放射源とリソグラフィ装置は、別個の構成
要素であってもよい。その場合、放射源ＳＯは、リソグラフィ装置の一部を形成している
とはみなされず、また、放射ビームは放射源ＳＯからイルミネータＩＬへ、例えば適切な
誘導ミラーおよび／またはビームエキスパンダを含むビームデリバリシステムＢＤを使っ
て送られる。その他の場合、例えば放射源ＳＯが水銀ランプである場合、放射源ＳＯはリ
ソグラフィ装置の一体部分とすることもできる。放射源ＳＯおよびイルミネータＩＬは、
必要ならばビームデリバリシステムＢＤとともに、放射システムと呼んでもよい。
【００２８】
　[0036]　イルミネータＩＬは、放射ビームの角強度分布を調節するアジャスタＡＤを含
んでもよい。一般に、イルミネータＩＬの瞳面内の強度分布の少なくとも外側および／ま
たは内側半径範囲（通常、それぞれσ-outerおよびσ-innerと呼ばれる）を調節すること
ができる。さらに、イルミネータＩＬは、インテグレータＩＮおよびコンデンサＣＯとい
った様々な他のコンポーネントを含むことができる。イルミネータＩＬを使って放射ビー
ムを調整すれば、放射ビームの断面に所望の均一性および強度分布を持たせることができ
る。放射源ＳＯと同様に、イルミネータＩＬは、リソグラフィ装置の一部を形成するとみ
なされても、みなされなくてもよい。例えばイルミネータＩＬは、リソグラフィ装置の一
体部分であっても、リソグラフィ装置とは別個の構成要素であってもよい。後者の場合、
リソグラフィ装置は、イルミネータＩＬをその上に取り付けることができるように構成さ
れうる。任意選択的に、イルミネータＩＬは、取り外し可能であって、（例えばリソグラ
フィ装置の製造業者または別の供給業者によって）別個に設けられてもよい。
【００２９】
　[0037]　放射ビームＢは、サポート構造（例えばマスクテーブル）ＭＴ上に保持された
パターニングデバイス（例えばマスク）ＭＡ上に入射し、パターニングデバイスＭＡによ
ってパターンが付けられる。パターニングデバイスＭＡを横断した後、放射ビームＢは投
影システムＰＳを通過し、投影システムＰＳは、基板Ｗのターゲット部分Ｃ上にビームの
焦点を合わせる。第２のポジショナＰＷおよび位置センサＩＦ（例えば、干渉計デバイス
、リニアエンコーダまたは静電容量センサ）を使い、例えば、様々なターゲット部分Ｃを
放射ビームＢの経路内に位置決めするように、基板テーブルＷＴを正確に動かすことがで
きる。同様に、第１のポジショナＰＭおよび別の位置センサ（図１には明示しない）を使
い、パターニングデバイスＭＡを放射ビームＢの経路に対して、例えばマスクライブラリ
からの機械的な取り出しの後またはスキャン中に、正確に位置決めすることもできる。通
常、サポート構造ＭＴの移動は、第１のポジショナＰＭの一部を形成するロングストロー
クモジュール（粗動位置決め）およびショートストロークモジュール（微動位置決め）を
使って実現することができる。同様に、基板テーブルＷＴの移動も、第２のポジショナＰ
Ｗの一部を形成するロングストロークモジュールおよびショートストロークモジュールを
使って実現することができる。ステッパの場合（スキャナとは対照的に）、サポート構造
ＭＴは、ショートストロークアクチュエータのみに連結されてもよく、または固定されて
もよい。パターニングデバイスＭＡおよび基板Ｗは、パターニングデバイスアライメント
マークＭ１、Ｍ２と、基板アライメントマークＰ１、Ｐ２を使って位置合わせされてもよ
い。例示では基板アライメントマークが専用ターゲット部分を占めているが、基板アライ
メントマークをターゲット部分Ｃとターゲット部分Ｃとの間の空間内に置くこともできる
（これらはスクライブラインアライメントマークとして知られている）。同様に、複数の
ダイがパターニングデバイスＭＡ上に設けられている場合、パターニングデバイスアライ
メントマークは、ダイとダイの間に置かれてもよい。
【００３０】
　[0038]　例示の装置は、以下に説明するモードのうち少なくとも１つのモードで使用で
きる。 
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【００３１】
　[0039]　１．ステップモードでは、サポート構造ＭＴと基板テーブルＷＴとを基本的に
静止状態に保ちつつ、放射ビームＢに付けられたパターン全体を一度にターゲット部分Ｃ
上に投影する（すなわち、単一静的露光）。その後、基板テーブルＷＴは、Ｘおよび／ま
たはＹ方向に移動され、それにより別のターゲット部分Ｃを露光することができる。ステ
ップモードでは、露光フィールドの最大サイズによって、単一静的露光時に結像されるタ
ーゲット部分Ｃのサイズが限定される。
【００３２】
　[0040]　２．スキャンモードでは、サポート構造ＭＴと基板テーブルＷＴとを同期的に
スキャンする一方で、放射ビームＢに付けられたパターンをターゲット部分Ｃ上に投影す
る（すなわち、単一動的露光）。サポート構造ＭＴに対する基板テーブルＷＴの速度およ
び方向は、投影システムＰＳの（縮小）拡大率および像反転特性によって決めることがで
きる。スキャンモードでは、露光フィールドの最大サイズによって、単一動的露光時のタ
ーゲット部分Ｃの幅（非スキャン方向）が限定される一方、スキャン動作の長さによって
、ターゲット部分Ｃの高さ（スキャン方向）が決まる。
【００３３】
　[0041]　３．別のモードでは、プログラマブルパターニングデバイスを保持した状態で
、サポート構造ＭＴを基本的に静止状態に保ち、また基板テーブルＷＴを動かす、または
スキャンする一方で、放射ビームに付けられているパターンをターゲット部分Ｃ上に投影
する。このモードでは、通常、パルス放射源が採用されており、さらにプログラマブルパ
ターニングデバイスは、基板テーブルＷＴの移動後ごとに、またはスキャン中の連続する
放射パルスと放射パルスとの間に、必要に応じて更新される。この動作モードは、前述の
タイプのプログラマブルミラーアレイといったプログラマブルパターニングデバイスを利
用するマスクレスリソグラフィに容易に適用することができる。
【００３４】
　[0042]　上述の使用モードの組合せおよび／またはバリエーション、或いは完全に異な
る使用モードもまた採用可能である。
【００３５】
　[0043]　本明細書において、ＩＣ製造におけるリソグラフィ装置の使用について具体的
な言及がなされているが、本明細書記載のリソグラフィ装置は、集積光学システム、磁気
ドメインメモリ用のガイダンスパターンおよび検出パターン、フラットパネルディスプレ
イ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜磁気ヘッド等の製造といったマイクロスケールま
たはさらにはナノスケールのフィーチャを有するコンポーネントの製造における他の用途
を有し得ることが理解されるべきである。
【００３６】
　[0044]　投影システムＰＳの最終要素と基板との間に液体を供給するための構成は、３
つの一般的なカテゴリに分類することができる。これらのカテゴリは、浴式（バス型 bat
h type）構成、いわゆる局所液浸（localized immersion）システム、およびオールウェ
ット（all-wet）液浸システムである。浴式構成では、基板Ｗの実質的に全体と、任意選
択的に基板テーブルＷＴの一部とが液体浴
内に沈められる。
【００３７】
　[0045]　局所液浸システムは、液体が基板の局所領域にのみ供給される液体供給システ
ムを使用する。液体によって充填される空間は、平面で見た場合に、基板の上面よりも小
さく、液体で充填される容積は、基板Ｗがその容積の下を移動する間も投影システムＰＳ
に対して実質的に静止したままである。図２乃至図５は、このようなシステムにおいて使
用することができる様々な供給デバイスを示す。液体を局所領域に封止するシール特徴も
存在する。これを構成するために提案されている１つの方法は、ＰＣＴ特許出願公報ＷＯ
９９／４９５０４に開示されている。
【００３８】
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　[0046]　オールウェット構成では、液体は閉じ込められていない。基板の上面全体と、
基板テーブルの全部または一部とが、液浸液によって覆われる。少なくとも基板を覆う液
体の深度は小さい。液体は、基板上の液体の薄膜といった膜でありうる。液浸液は、投影
システムおよび投影システムに面する対向表面（かかる対向表面は基板および／または基
板テーブルの表面でありうる）の領域にまたは領域内に供給されうる。図２乃至図５の液
体供給デバイスのいずれもかかるシステムに用いることができる。しかし、液体を局所領
域にのみ封止するシール特徴は、存在しないか、アクティブにされていないか、通常より
も効率がよくないか、あるいは効果的ではなくなっている。
【００３９】
　[0047]　図２および図３に示されるように、液体は、少なくとも１つのインレットによ
って、基板上に、好適には最終要素に対する基板の動作方向に沿って供給される。液体は
、投影システムの下を通り過ぎた後に、少なくとも１つのアウトレットによって除去され
る。基板が、－Ｘ方向において最終要素の下でスキャンされると、液体は、最終要素の＋
Ｘ側で供給され、－Ｘ側において回収される。図２は、液体がインレットを介して供給さ
れて、低圧源に接続されたアウトレットによって最終要素のもう一方の側において回収さ
れる構成を概略的に示す。図２の例示では、液体は、最終要素に対する基板の移動方向に
沿って供給されるが、必ずしもそうでなくともよい。最終要素の周りには様々な向きと数
のインレットおよびアウトレットが位置決めされてよく、一例が図３に示され、図３では
、最終要素の周りに定期的なパターンで両側にインレットとアウトレットの４つのセット
が設けられている。なお、図２および図３では液体の流れの方向を矢印で示している。
【００４０】
　[0048]　図４に、局所液体供給システムを有する更なる液浸リソグラフィソリューショ
ンを示す。液体は、投影システムＰＳの両側にある２つの溝インレットによって供給され
、また、インレットの半径方向外側に配された複数の個別のアウトレットから除去される
。インレットは中心に穴の開いたプレートに配置されてよく、投影ビームはこの穴を通っ
て投影される。液体は、投影システムＰＳの片側にある１つの溝インレットによって供給
され、投影システムＰＳのもう片側にある複数の別個のアウトレットによって除去されて
、投影システムＰＳと基板Ｗとの間に液体からなる薄膜が流れる。どのインレットとアウ
トレットからなる組合せを選択するかは、基板Ｗの移動方向に依存する（インレットとア
ウトレットからなる他の組合せは、非アクティブ状態にされる）。なお、図４では液体の
流れの方向および基板の方向を矢印で示している。
【００４１】
　[0049]　投影システムの最終要素と、基板、基板テーブルまたは両方との間の空間の境
界の少なくとも一部に沿って延在する液体閉じ込め構造を有する液体供給システムを提供
する別の構成が提案されている。図５にこのような構成を示す。
【００４２】
　[0050]　図５は、投影システムの最終要素と基板テーブルＷＴまたは基板Ｗとの間の空
間の境界の少なくとも一部に沿って延在する液体閉じ込め構造１２を有する局所液体供給
システムまたは流体ハンドリングシステムを概略的に示す。（なお、以下の文章における
基板Ｗの表面への言及は、特に明記されない限り、基板テーブルの表面に追加でまたはそ
の代わりに言及するものであることに留意されたい。）液体閉じ込め構造１２は、ＸＹ面
において投影システムに対して実質的に静止しているが、Ｚ方向において（光軸の方向に
おいて）幾らかの相対運動がありうる。一実施形態では、液体閉じ込め構造１２と基板Ｗ
の表面との間にシールが形成され、このシールは、ガスシールまたは液体シールといった
ように非接触シールでありうる（ガスシールを有するこのようなシステムは、欧州特許出
願公報第ＥＰ－Ａ－１，４２０，２９８号に開示されている）。
【００４３】
　[0051]　液体閉じ込め構造１２は、投影システムＰＳの最終要素と基板Ｗとの間の空間
１１内に液体を少なくとも部分的に含む。基板Ｗへの非接触シール１６は、投影システム
ＰＳのイメージフィールドの周りに形成され、それにより、液体は基板Ｗの表面と投影シ



(10) JP 6010445 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

ステムＰＳの最終要素との間の空間内に閉じ込められる。空間１１は、投影装置ＰＳの最
終要素の下に位置決めされ且つ最終要素を囲む液体閉じ込め構造１２によって少なくとも
部分的に形成される。液体は投影システムＰＳの下でかつ液体閉じ込め構造１２内の空間
に、液体インレット１３によって入れられる。液体は、液体アウトレット１３によって除
去されうる。液体閉じ込め構造１２は、投影システムの最終要素の少し上に延在しうる。
液面は、投影システムの最終要素より上に上昇し、それにより液体のバッファが設けられ
る。一実施形態では、液体閉じ込め構造１２は、上端において、投影システムまたはその
最終要素の形状にぴったりと合い、また例えば丸い形状でありうる内周部を有する。底部
では、必ずしもそうでなくてもよいが、内周部が、イメージフィールドの形状（例えば矩
形）にぴったりと合う。
【００４４】
　[0052]　液体は、使用時に、障壁部材１２の底部と基板Ｗの表面との間に形成されるガ
スシール１６によって空間１１内に封じ込まれうる。ガスシールはガスによって形成され
る。ガスシール内のガスは、インレット１５を介して、障壁部材１２と基板Ｗとの間のギ
ャップに圧力下で供給される。ガスはアウトレット１４を介して抽出される。ガスインレ
ット１５にかかる超過圧、アウトレット１４上の真空レベル、およびギャップの形状は、
液体を閉じ込める高速のガス流１６が内側にあるように配置される。障壁部材１２と基板
Ｗとの間の液体にかかるガスの力が、液体を空間１１内に封じ込める。インレット／アウ
トレットは、空間１１を囲む環状溝でありうる。環状溝は、連続的であっても非連続的で
あってもよい。ガス流１６は、液体を空間１１内に封じ込めるのに効果的である。このよ
うなシステムは、参照することにより本明細書にその全体を組み込むものとする米国特許
出願公報第２００４－０２０７８２４号に開示される。一実施形態では、液体閉じ込め構
造１２はガスシールを有さない。
【００４５】
　[0053]　本発明の実施形態は、例えば米国特許出願公開第２００６－０１５８６２７号
、第２００６－００３８９６８号、第２００８－０２１２０４６号、第２００９－０２７
９０６０号、第２００９－０２７９０６２号、第２００４－０２０７８２４号、および第
２０１０－０３１３９７４号、並びに２０１０年１０月１８日に出願された米国特許出願
第６１／３９４，１８４号に開示されたものを含む任意の流体ハンドリング構造に適用さ
れうる。これらの文書のそれぞれの内容は参照することによりその全体を本明細書に組み
込むものとする。
【００４６】
　[0054]　図２乃至図５を参照して上述したような局所領域流体ハンドリングシステムは
、空間１１内への泡混入の問題を抱えうる。図に示すように、メニスカス３２０が、例え
ば流体ハンドリングシステム１２と流体ハンドリングシステム１２の下の表面との間に延
在する。同様に、メニスカス４００も、例えば流体ハンドリングシステム１２と投影シス
テムＰＳの表面との間に延在する。図５に示されるメニスカス３２０は、空間１１の縁を
画成する。メニスカス３２０が、例えば空間１１から漏れた液滴である小滴と表面におい
て衝突すると、気泡が空間１１内に含まれうる。空間１１内への泡混入は、（例えば投影
ビームが液浸液を通過する際に泡が投影ビームに干渉すると）気泡によって結像誤差につ
ながるので、有害である。小滴は、通常、少なくとも３つの状況、即ち、（ａ）液体ハン
ドリングデバイスが基板Ｗの縁を越えて位置し、且つ液体ハンドリングデバイスと基板Ｗ
との間に相対運動がある場合、（ｂ）液体ハンドリングデバイスが、液体閉じ込め構造に
面している対向表面の高さにおける段差変化部上に位置し、且つ液体ハンドリングデバイ
スと対向表面との間に相対運動がある場合、および／または、（ｃ）液体ハンドリングデ
バイスと対向表面との間の高すぎる相対速度に起因し、例えば対向表面の臨界スキャン速
度を超えることによって、液体ハンドリングデバイスに対して例えばメニスカスが不安定
になる場合、のうちの１つにおいて、表面上に残される。
【００４７】
　[0055]　非常に小さい気泡は、空間１１の露光領域に到達する前に液浸液中に溶解しう
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る。通常、二酸化炭素（ＣＯ２）は、空気の泡よりも早く溶解する。したがって、特定寸
法の二酸化炭素の泡は、同じサイズの気泡よりも早く消失する。ＣＯ２の泡は、窒素より
５５倍大きい溶解度と、窒素の０．８６倍の拡散率を有し、同じサイズの窒素の泡が溶解
するのにかかる時間よりも３７倍短い時間で溶解する。
【００４８】
　[0056]　参照することによりその全体を本明細書に組み込む米国特許出願公報第２０１
１－０１３４４０１号には、２０℃および１ａｔｍの全圧で５×１０－３ｍｏｌ／ｋｇよ
り大きい液浸液中での溶解度を有するガスを、空間１１に隣接する領域に供給することが
記載されている。かかる公報はさらに、２０℃および１ａｔｍの全圧で３×１０－５ｃｍ
２ｓ－１より大きい液浸液中での拡散率を有するガスを、空間１１に隣接する領域に供給
することが記載されている。かかる公報はさらに、２０℃および１ａｔｍの全圧で液浸液
中の拡散率と溶解度の積が空気のそれよりも大きいガスを、空間１１に隣接する領域に供
給することが記載されている。
【００４９】
　[0057]　ガスの泡が、液浸液において高い拡散率、溶解度、または拡散率および溶解度
の積を有するガスである場合、そのガスは液浸液中にずっと速く溶解する。したがって、
周囲空気の雰囲気ではなく、ＣＯ２をメニスカス３２０、４００の半径方向外側に供給す
ることによって、結像誤差の数を少なくし、それにより高いスループット（例えば液体ハ
ンドリングシステム１２に対する基板Ｗの速度が速くなる）と低い欠陥度が可能となる。
【００５０】
　[0058]　２０１０年１０月１８日に出願された米国特許出願第６１／３９４，１８４号
には、例えば二酸化炭素であるガスを空間１１に隣接する領域に（例えば容積にまたはあ
る領域に向かって）供給するように構成されたガス供給デバイスを提供することが記載さ
れている。具体的には、ガスは、対向表面と液体ハンドリングデバイス１２との間に延在
するメニスカス３２０に隣接する領域にあるように供給される。
【００５１】
　[0059]　少なくとも周囲雰囲気よりも高い濃度の二酸化炭素は、人間の安全に危険を及
ぼす。したがって、リソグラフィ装置の周りの雰囲気における二酸化炭素の割合が人間の
安全に危険を及ぼす濃度にまで上がらないことを確実にすることを支援する安全システム
が設けられるべきである。実際に、８０％より大きい二酸化炭素濃度を有するガスは、通
常、雰囲気に放出されてはならない。スクラバ（scrubber）を用いて、ガスから二酸化炭
素を取り出してその濃度を下げてもよい。代替のまたは追加のシステムでは、ガス中の二
酸化炭素は再利用できる。
【００５２】
　[0060]　接続部が開いてしまうまたは破損してしまうことにより、さらにはバルブの故
障、または抽出ポンプといった別のコンポーネントの破損により、二酸化炭素が漏れる可
能性がある。これらの原因により、危険な二酸化炭素漏れと、それに続く例えばリソグラ
フィ装置の周りの周囲雰囲気における危険なレベルへの蓄積につながりうる。
【００５３】
　[0061]　安全システムは、二酸化炭素を検出するためのセンサまたはスニファ（sniffe
r）を使用しないことが望ましい。これは、そのようなシステムでは、二酸化炭素はその
システムから既に逃げ出て漏れているであろうからである。さらに、センサは二酸化炭素
に敏感に反応する必要があるので、人の呼気によっても始動してしまうことがあり、これ
は明らかに望ましくない。本発明の一実施形態では、生じた途端に二酸化炭素の漏れが検
出されるか、または、対処されなければ上昇してしまいうる二酸化炭素の濃度を下げるた
めに用いられるシステムが故障すると、二酸化炭素の供給が停止される。
【００５４】
　[0062]　液浸リソグラフィ装置では、二酸化炭素は、通常、大気圧でまたは大気圧付近
で供給され、ガス環境内へと放出される。本発明の一実施形態は、そのようなシステムを
取り扱う。
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【００５５】
　[0063]　本発明の実施形態であるシステムは、四つの部分に分けられる。これらは、図
６に示すような供給システム１００、図７に示すように二酸化炭素が供給される容積６０
０（流体ハンドリング構造１２の周りの容積）の周りの安全システム、および図８に示す
抽出システム７００である。４番目の部分は、安全システムとの使用に設計された中央安
全コントローラ５００である。一実施形態では、安全コントローラ５００は、任意の他の
システム制御、例えば任意の基板テーブルまたは投影システムＰＳの制御、とは独立して
いる。
【００５６】
　[0064]　次に、図６を参照して二酸化炭素供給システム１００を説明する。二酸化炭素
供給システム１００では、安全コントローラ５００は、二酸化炭素供給システム１００の
供給ライン１１０におけるガス圧が高過ぎるまたは低過ぎることが検出されると、二酸化
炭素の供給を止める。
【００５７】
　[0065]　供給ライン１１０におけるガス圧が高過ぎる場合、漏れを検出することが困難
となりうる。さらに、圧力が高過ぎる場合、これは、以下に説明するように、圧力レギュ
レータ１３０の故障、命令された後でのバルブの閉鎖不能、またはＬＯＴＯ（ロック・ア
ウト・タグ・アウト）バルブ１２０の故障も示すことができる。
【００５８】
　[0066]　安全コントローラ５００は、供給ライン１１０における圧力が低過ぎると測定
された場合、二酸化炭素の流れを停止するように構成される。圧力が低過ぎることは、漏
れがあることを示す。
【００５９】
　[0067]　二酸化炭素源１０５がシステム１００にガスを供給する。ガスは、手動式ＬＯ
ＴＯバルブ１２０まで、例えば硬質ダクトを用いてダクトを通される。ＬＯＴＯバルブ１
２０の下流には圧力レギュレータ１３０（場合により圧力ゲージを有する）がある。圧力
レギュレータ１３０は、二酸化炭素の圧力を、あらゆる可能な供給圧について実質的に一
定の値にするように機能する。
【００６０】
　[0068]　安全上の理由から、二酸化炭素供給システム１００は、２つのバルブ１４０、
１７０を有する。両バルブ１４０、１７０は、二酸化炭素が供給されるデバイス（例えば
上述した実施形態におけるように流体ハンドリングシステム１２）への供給ライン１１０
に沿って二酸化炭素を供給するために開かれる。一実施形態では、バルブ１４０、１７０
は、信号が失われるまたは電源供給がなくなった場合に二酸化炭素の供給が止まるように
通常は閉じている（ノーマルクローズ）弁である。一実施形態では、バルブ１４０、１７
０は、例えば通常は閉じている（ノーマルクローズ）ソレノイドによって作動される。バ
ルブ１４０、１７０は、安全コントローラ５００の制御下で開閉される。
【００６１】
　[0069]　第１のスイッチ１５０が、第１のバルブ１４０の下流で供給ライン１１０内に
ある。第１のスイッチ１５０は、流量または圧力スイッチである。つまり、第１のスイッ
チは、供給ライン１１０におけるガスの特定の（例えば所定の）流量または圧力にて出力
を切り替える。一実施形態では、第１のスイッチは、少なくとも２つのスイッチ１５１、
１５２から構成される。これは、スイッチ１５１、１５２のうちの一方が故障した場合に
スイッチ１５１、１５２のうちの他方が、関連信号を安全コントローラ５００に依然とし
て提供できるようにするビルドイン冗長性である。
【００６２】
　[0070]　第１のスイッチ１５０からの信号が、供給ライン１１０におけるガスの流量お
よび圧力が高過ぎる（例えば所定の流量または圧力を上回る）ことを示す場合、安全コン
トローラ５００は、（以下に説明するように）二酸化炭素の供給を止める。第１のスイッ
チ１５０は、事実上、圧力ゲージを有する圧力レギュレータ１３０が正しく動作している
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のかを確認する。圧力が高過ぎる場合、供給ライン１１０における漏れが検出されない場
合もある。
【００６３】
　[0071]　第２の圧力または流量スイッチ１６０が、供給ライン１１０内に設けられる。
第２のスイッチ１６０が、供給ライン１１０における流量または圧力が特定の値（例えば
所定の値）を下回ることを示す信号を安全コントローラ５００に供給すると、二酸化炭素
供給システム１００によるガスの供給が停止される。圧力ゲージを有する圧力レギュレー
タ１３０の下流の供給ライン１１０において低圧力が検出された場合、これは、供給シス
テムにおける漏れを示す。第２のスイッチ１６０も、第１のスイッチ１５０と同様に２つ
のスイッチを含みうる。
【００６４】
　[0072]　第２のバルブ１７０の下流に、流れ制限部１７５がある。流れ制限部１７５の
目的は、流れ制限部１７５の下流で大きい漏れが生じた場合にガス流を減少または最小限
にすることである。弾性接続部１７８の上流にあるコンポーネントをシステムの残りに接
続するように弾性結合部１７８が設けられうる。弾性結合部１７８は、互いに対して移動
しうる装置の２つの部品間に二酸化炭素を供給することを可能にする。弾性結合部１７８
は、供給ライン１１０内の他の場所に設けられてもよい。
【００６５】
　[0073]　様々なコンポーネント、例えば熱交換器１８０および圧力センサ１９０（その
信号は、安全コントローラ５００ではなくリソグラフィ装置の制御システムによって使用
される）、が供給ライン１１０内に設けられうる。更なるスイッチ２００、２３０も設け
られて供給ライン１１０における圧力または流量が特定の（例えば所定の）流量または圧
力を下回っているかどうかが示される。この指示は、漏れの存在を示しうる。このような
指示を受信すると、安全コントローラ５００は、供給システム１００を止める。流量また
は圧力スイッチ２００が圧力センサ２１０および関連付けられた質量流量コントローラ２
２０の上流に設けられる。圧力センサ２１０は、圧力センサまたは圧力スイッチでありう
る。流量または圧力スイッチ２３０は、質量流量コントローラ２２０の下流にかつ流体ハ
ンドリングシステム１２の上流に設けられる。
【００６６】
　[0074]　スイッチ２００、２３０は、バルブ１７０が正しく動作していることを確認し
て、第２のスイッチ１６０の下流で供給ライン１１０からガスの漏れがあるかどうかを判
定する。スイッチ２００は、質量流量コントローラ２２０の上流の供給ラインからガスの
漏れがあるかどうかを判定する。スイッチ２３０は、質量流量コントローラ２２０の下流
の漏れを確認する。スイッチ２００、２３０は、スイッチ１６０と同様に動作し、第１の
スイッチ１５０と同様にそれぞれ２０１、２０２と２３１、２３２を含むことによってビ
ルドイン冗長性を有する。
【００６７】
　[0075]　通常動作では、質量流量コントローラ２２０は、リソグラフィ装置のコントロ
ーラの制御下で、圧力センサ２１０からの信号に基づいて動作する。しかし、安全コント
ローラ５００は、二酸化炭素の漏れまたは他の障害が検出されると質量流量コントローラ
２２０を止める（即ち、質量流量をゼロにする）ように構成されている。これは、二酸化
炭素源１０５と質量流量コントローラ２２０との間の供給ライン１１０における圧力の上
昇をもたらしうる。このような圧力の上昇に対処し、圧力のレベルを下げるために、二酸
化炭素源１０５と質量流量コントローラ２２０との間（一実施形態ではバルブ１７０と質
量流量コントローラ２２０との間）に分岐ラインバルブ２４０を有する分岐ラインが設け
られる。安全コントローラ５００の制御下で、供給ライン１１０における圧力は、質量流
量コントローラ２２０を停止した後に、分岐ラインバルブ２４０を開くことにより下げる
ことができる。そのガスは、雰囲気中へと出されるか、または、以下の図８を参照して説
明するように抽出システムへと供給されうる。分岐ラインバルブ２４０は、一実施形態で
は、安全上の理由から、通常は開いている（ノーマルオープン）弁である。一実施形態で
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は、分岐ラインバルブ２４０は、ノーマルクローズソレノイドによって作動される。
【００６８】
　[0076]　圧力センサではなく圧力スイッチを用いることによって、システムをロバスト
にすることができる。システムのロバスト性は、２つのバルブ１４０、１７０を設けるこ
とによって高められうる。センサではなく、絶対圧力を測定する圧力スイッチを使用する
ことにより、安全コントローラ５００にアナログ入力ではなくデジタル入力を供給するこ
とになる。これにより、全体としてのロバスト性という観点からデバイスの安全性を向上
させる。
【００６９】
　[0077]　分岐ラインバルブ２４０を用いて供給ライン１１０から二酸化炭素を除去する
ことにより、安全コントローラ５００が二酸化炭素の供給を再開できるように、第１のス
イッチ１５０によって測定される圧力が十分に低いように、圧力降下がもたらされる。
【００７０】
　[0078]　圧力制御または流れ制御のいずれかが用いられうる。圧力システムでは、流量
ではなく圧力が調整される。
【００７１】
　[0079]　二酸化炭素供給システム１００の動作を以下により詳細に説明する。
【００７２】
　[0080]　まず、分岐ラインにおけるバルブ２４０が閉じていることを確保する。特定の
時間の遅延、例えば３秒が、バルブ１４０を開くことと第２の圧力スイッチ１６０からの
結果をチェックすることとの間に作られて、バルブ１４０が開いたことを確認する。バル
ブ１４０が開いたことが確認されると、第２のバルブ１７０が開かれる。第２のバルブ１
７０が開かれた後、圧力スイッチ２００で圧力がチェックされて、バルブ１７０が正しく
開いたか判定し、漏れがないか判定する。第２のバルブ１７０が開いたという確認後、質
量流量コントローラ２２０がその設定点にセットされうる。更なる遅延、例えば５秒後、
圧力スイッチ２３０は、漏れがないかどうかをチェックする。スイッチ１６０、２００、
２３０は、装置の作動中にガス漏れがないか常にまたは定期的にチェックする。
【００７３】
　[0081]　例えば装置の動作停止もしくはそれに類似すること、または安全コントローラ
５００による漏れもしくは他の非常事態の検出によって、二酸化炭素供給が停止されるべ
き場合、特定の順序のイベントが行われることが望ましい。まず、質量流量コントローラ
２２０が停止されるかまたは１分あたりゼロリットルの質量流量に設定される。ある時間
の遅延後、バルブ１７０が閉じられる。同時にまたは少し遅れて、分岐ラインにおけるバ
ルブ２４０が開かれて、質量流量コントローラ２２０が閉じられバルブ１７０が閉じられ
た間の時間にシステム内に高まった二酸化炭素を放出する。さらに時間が経過した後、ス
イッチ２００からの安全コントローラ５００への入力がチェックされて、圧力が降下した
かどうかを見る。ガス圧が降下すると、バルブ１４０が閉じられ、バルブ１７０が開かれ
る。特定の時間の遅延、例えば３秒後、バルブ１４０が正しく閉じられたかどうかを見る
ためにスイッチ１６０の出力が判定される。バルブ１４０が正しく閉じられたことが判定
されると、スイッチ１６０および／または２００によって示される圧力が、圧力が下がっ
たことを示す場合、バルブ１７０、ならびに分岐ラインバルブ２４０が閉じられる。
【００７４】
　[0082]　圧力スイッチ１５０および２２０は、以下に説明するような態様で、システム
が通常圧力範囲内で動作するかどうかを検出する。一実施形態では、通常動作時、二酸化
炭素圧力は、圧力スイッチ１５０および１６０では、約４．２ｂａｒｇ（バーゲージ、例
えば周囲圧または気圧より上のバールでの圧力）となる。特定の流れと周囲圧では、シス
テムは４．２－２．６＝１．６ｂａｒである圧力スイッチ１５０および２００間の最大圧
力降下に対して作動しなければならないようにシステムは設計される。通常動作時、最小
二酸化炭素圧は、圧力スイッチ２００において約２．６ｂａｒｇとなる。圧力が２．４ｂ
ｅｒｇを下回る場合、システム内には漏れが存在しうる。圧力スイッチ１５０における圧
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力が、５．０ｂａｒｇを上回る場合、圧力スイッチ２００によって漏れが検出されないと
いう危険がある。
【００７５】
　[0083]　一実施形態では、二酸化炭素供給システム１００によって供給される二酸化炭
素は、図５に詳細に示されるように、流体ハンドリングシステム１２に供給される。図７
に示されるように、二酸化炭素は、流体ハンドリング構造１２と、対向表面、例えば基板
テーブルＷＴ１上の基板との間に延在するメニスカス３２０の半径方向外側に流体ハンド
リング構造１２内の開口３０５を介して供給される。開口３０５から出て半径方向外側に
移動する二酸化炭素の多くは、抽出システム７００に接続された１つ以上のコレクタ（ま
たは回収）開口３１０から抽出される。図８に、例示的な抽出システム７００を示す。
【００７６】
　[0084]　開口３０５から出る二酸化炭素の一部がコレクタ開口３１０を介して抽出され
ない可能性がある。この例としては、投影システムＰＳ下で基板テーブルＷＴ１が別のテ
ーブルに交換されるテーブル取替え時がある。取替え時、交換するテーブル間で対向表面
にギャップがありうる。ギャップがあることによって、開口３５０を通じて供給された二
酸化炭素の全てをコレクタ開口３１０により回収することが困難となりうる。
【００７７】
　[0085]　未回収の二酸化炭素があっても、二酸化炭素が供給される容積６００内に大き
いガス流がある場合には許容される。一実施形態では、少なくとも１つのガスアウトレッ
ト３５０が、開口３０５の半径方向外側に設けられている。開口３０５を介して二酸化炭
素が容積６００内に供給される。ガス流は、基板テーブルの上面上への温度調整されたガ
ス流であることが好都合でありうる。一実施形態では、ガス流中のガスはクリーンおよび
／またはドライである。ガスアウトレット３５０からのガス流は、基板テーブルＷＴ１の
上面の一部、または、図示するようにここでは投影システムの下にはない、基板テーブＷ
Ｔ１の上面上のオブジェクトへと流れる。ガスは、投影システムＰＳの下にない基板テー
ブルＷＴ１の上面の温度を調整するために用いられうる。
【００７８】
　[0086]　ガスアウトレット３５０から出るガスの高い流量が続く限り、開口３０５から
出る二酸化炭素を、それが危険とならない十分な程度にまで希釈する。センサ３６０が、
ガスアウトレット３５０においてまたはその上流に設けられる。センサ３６０は、ガスの
絶対圧または流量を測定するセンサか、または、特定（例えば所定）の流量または圧力に
て切り替わる圧力または流量スイッチでありうる。センサ３６０からの出力信号は、安全
コントローラ５００に供給される。安全コントローラ５００が（センサ３６０からの信号
に基づいて）ガスアウトレット３５０から出るガスの流量が不十分であると決定すると、
二酸化炭素供給システム１００による二酸化炭素の供給は上述したように停止される。
【００７９】
　[0087]　圧力または流量センサまたはスイッチ３７０が設けられて、コレクタ開口３１
０の下流の流量または圧力を測定しうる。センサ３７０から安全コントローラ５００に供
給される信号が、コレクタ開口３１０の下流の流れおよび／または圧力が特定（例えば所
定）の範囲外であることを示す場合、二酸化炭素供給システム１００からの二酸化炭素の
供給が安全コントローラ５００によって停止されうる。
【００８０】
　[0088]　追加のまたは代替の安全特徴は、二酸化炭素が供給される容積６００の周りに
壁３７５ａ、ｂ、ｃを設けることである。容積６００にアクセスするためには、少なくと
も１つの壁３７５ａ、ｂ、ｃが移動される。一実施形態では、少なくとも可動壁はガスカ
ーテンといった流体カーテンである。１つの壁３７５ａ、ｂ、ｃの別の壁３７５ａ、ｂ、
ｃに対する動きを検出可能な１つ以上のセンサ３８０が設けられる。容積６００は、壁３
７５ａ、ｂ、ｃによって境界付けられる。センサ３８０は、壁３７５ａ、ｂ、ｃのうちの
少なくとも２つの移動、および／または、誤配置とそれによる閉鎖、を検出するように位
置決めされる。したがって、センサ３８０は、容積へのアクセスの試み、および／または
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、容積の誤閉鎖を、検出するように構成される。センサ３８０は、安全コントローラ５０
０に信号を供給する。安全コントローラ５００への入力が、容積６００へのアクセスが試
みられたこと、または、容積６００の誤閉鎖を示す場合、二酸化炭素供給システム１００
は、動作している場合は自動的に停止することができる。スイッチ３８０によって与えら
れるインターロックは、追加の安全特徴を提供する。これは、容積６００の底部にある二
酸化炭素の濃度が、抽出システムが故障している場合、および／または、ガスアウトレッ
ト３５０からのガス流が不十分である場合、かなり高いことがあるからである。
【００８１】
　[0089]　図８は、本発明の一実施形態による抽出システム７００を示す。抽出システム
７００は、図６の、流体供給構造１２のコレクタ開口３１０および／または分岐ラインバ
ルブ２４０の出口に接続されている。
【００８２】
　[0090]　エクストラクタ７０２、又は排気源が設けられうる。エクストラクタ７０２は
、ガスをリサイクルおよび／またはスクラブする機構を含んでもよい。エクストラクタ７
０２は、リソグラフィツールが置かれうる建物の工場設備または研究室の一部でありうる
。
【００８３】
　[0091]　液体とガスの混合物が、収集開口３１０から抽出されうる。ガスおよび液体は
、まず、分離チャンバ７１０において分離される。分離チャンバ７１０は、米国特許出願
公報第２００５－０２８２４０５号および第２００６－００８２７４６号に開示されたよ
うに構築および構成されてよい。これらの公報は、参照することによりその全体を本明細
書に組み込むものである。一実施形態では、収集チャンバ７１０の底部にドレイン７１５
が設けられて、収集された液体が排水される。この液体は、廃棄されるか、リサイクルさ
れるか、再利用されうる。
【００８４】
　[0092]　ガスは、分離チャンバ７１０から１つ以上のポンプ７２０ａ、７２０ｂへと供
給される。一実施形態では、十分な容量を有するために２つのポンプが設けられている。
一実施形態では、ポンプは、液体（例えば水）リングポンプにおけるように水封される。
このようなポンプ７２０ａ、ｂは、高い流量を達成するために推奨される。ポンプは、金
属羽根車（インペラ）および金属筐体からなり、実質的に金属と金属の接触がなく、それ
により磨耗がほとんどないように液体（例えば水）によってシールされている。ポンプは
、少ない磨耗で高い性能を達成する（インペラブレードの先端を越えるガスの逆流がほと
んどないかまたは全くない）。これにより、ガスに沿ってポンプ７２０ａ、ｂから液体が
出る。プライミング液体（呼び液体）が、ポンプ７２０ａ、７２０ｂにおいて、二酸化炭
素に接触している。したがって、任意の余剰の液体は開放システムを介して排出できない
。二酸化炭素はこのような開放システムを介しても漏れうるからである。このために、余
剰の液体は、ポンプ７２０ａ、ｂから出るガスとともに、第１の容器７３０内へと迂回さ
れる。第１の容器７３０内では、ポンプ７０２ａ、ｂからの出力が、液体とガスとに分離
される。液体は、ドレイン７３２を介して、ポンプ７２０ａ、ｂに戻されてリサイクルで
きる。このためにバルブが設けられうる。オーバフローアウトレット７３８よりも下に液
面７３６を維持するために、２つのレベルディテクタ７３５が用いられうる。
【００８５】
　[0093]　ガスは、排気アウトレット７３９を介して第１の容器７３０を出る。排気アウ
トレット７３９は、オーバフローアウトレット７３８よりも上に設けられている。したが
って、第１の容器７３０から排気アウトレット７３９を通じて出る液体は実質的にない。
【００８６】
　[0094]　収集開口３１０とポンプ７２０ａ、ｂとの間では、漏れの危険は低い。これは
、システムは負圧下にあるからである。エクストラクタ７０２では、排気システム７００
から受け取ったガス流は、負圧にある。しかし、工場建物内に置かれた機械でありうる排
気システム７００と、工場建物の工場設備の一部でありうるエクストラクタ７０２とを接
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続する必要がある。エクストラクタ７０２は、工場コンプレックス内にある多くの様々な
機械にその機能を提供しなくてはならない場合がある。排気システム７００およびエクス
トラクタ７０２内の２つの負圧状態は同じでなくてもよく、互いに異なってよい。一実施
形態では、ポンプ７２０ａ、ｂ間、例えば抽出コネクタ７０１およびエクストラクタ７０
２では、回収された二酸化炭素を含むガス流は真空下にない。ガス流はさらに、二酸化炭
素の流れの可変性（通常動作時、供給のオンオフが切り替えられうる）により可変である
。ガス流は可変であるため、図６を参照して上述したような、１つ以上の閉鎖型圧力スイ
ッチソリューションを設計することが困難である。
【００８７】
　[0095]　エクストラクタ７０２への接続は、局所周囲雰囲気を介してであってもよい。
例えばエクストラクタへの流入は、チェックバルブ７６０の下流の抽出コネクタ７１０か
らの流出よりも高い。抽出コネクタ７０１とエクストラクタ７０２との間の接続部は、局
所（例えば周囲）雰囲気への開口を有しうる。一実施形態では、コネクタ７０１は、物理
的に接触することなくエクストラクタ７０２に流体接続するように構成される。一実施形
態では、エクストラクタは、エクストラクタ７０２のインレット開口の周りに、それに接
触することなく配置される。したがって、エクストラクタへの正味ガス流入は、常に、エ
クストラクタ７０２からのガス流出よりも大きい。このようにすると、排気システム７０
０とエクストラクタ７０２との間での移動時に、周囲環境内へと二酸化炭素ガスが漏れる
危険が減少される。
【００８８】
　[0096]　チェックバルブ７６０は、排気アウトレット７３９の下流に設けられている。
チェックバルブ７６０は、抽出接続部７０１の上流である。チェックバルブ７６０は、チ
ェックバルブ７６０の上流のガスが、特定（例えば所定）のレベルを上回ると開く。これ
は、チェックバルブ７６０の上流のガス圧が、チェックバルブ７６０が開く前に上昇しな
ければならないことを意味する。これにより、センサ２００と同様でありうる圧力センサ
７５０を、漏れを検出するようにチェックバルブ７６０の上流に位置決めすることができ
る。センサ７５０によって検出された圧力が、特定の大きさを下回る場合、このことは、
漏れを示し、信号が安全コントローラ５００に供給される。圧力センサ７５０は、圧力ス
イッチであっても、または、図８に示すように、また、例えば図６においてスイッチ２０
０を参照して上述したように、実際には２つの圧力スイッチであってもよい。チェックバ
ルブ７６０の開き圧力は、例えば５００Ｐａｇ（パスカルゲージ）でありうる。
【００８９】
　[0097]　圧力センサ７７０（例えば圧力スイッチ）が、チェックバルブ７６０の下流に
設けられうる。圧力センサ７７０は、安全コントローラ５００と信号を通信する状態であ
りうる。圧力センサ７７０は、エクストラクタ７０２が動作しているか否かを検出する。
圧力センサ７７０が、圧力が特定（例えば所定）の値を上回ることを検出すると、二酸化
炭素供給システム１００による二酸化炭素の供給は安全コントローラ５００によって停止
される。センサ７７０は、圧力スイッチであっても圧力センサであってよい。センサ７７
０が圧力スイッチである場合、図６を参照して上述したスイッチ１５０と同様に動作しう
る。
【００９０】
　[0098]　動作時、二酸化炭素供給システム１００の起動と、漏れの存在を検出するセン
サ７５０の使用との間には、ある特定の時間の遅延、例えば１０秒がありうる。これは、
第１の容器７３０の下流で圧力が上昇するまでに少し時間がかかりうるからである。
【００９１】
　[0099]　第１の容器７３０内の液面７３６が、（一実施形態ではそうであるように）オ
ーバフローアウトレット７３８を下回る場合、二酸化炭素は、オーバフローアウトレット
７３８から流出しうる。この状況を緩和するために、第２の容器８００がオーバフローア
ウトレット７３８の下流に設けられうる。第２の容器８００は、（センサ８２０によって
決定されるレベル８１０に）常に少なくとも部分的に液体で満たされているように設計さ
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れる。センサ８２０は、以下に記載すること以外は第１の容器７３０のレベルディテクタ
７３８について記載されたように機能するレベルディテクタであってよい。液面８１０が
上部センサ８２０に到達すると初めて液体は第２の容器８００から排出される。このため
にポンプ８３０が設けられている。
【００９２】
　[00100]　下部センサ８２０またはポンプ８３０用のコントローラが故障したという状
況を緩和するために、チェックバルブ８４０がポンプ８３０の下流に設けられている。チ
ェックバルブ８４０は、特定の大きさを超えた上流圧力にてのみ開く。特定の大きさは、
ポンプ８３０で駆動されたガス流だけでは達成できないように選択される（例えば、特定
の大きさは、ガスを排出するときにポンプ８３０によって生成される圧力に加えられたチ
ェックバルブ７６０の開き圧力よりも高い）。したがって、第２の容器８００内の液面８
１０が完全に下に落ちても、ドレイン８１５を介してシステムを出ることはない。
【００９３】
　[00101]　図９に、抽出システム７００の別の実施形態を示す。本実施形態における特
徴は、図８に示し、かつ図８を参照して説明した特徴と同様に機能し、同じ特徴には、特
に明示されない限り同じ参照番号を付している。図示する配置では、１つのポンプのみが
示されることを除き、ポンプ７２１はポンプ７２０と同様に機能する。例えば図８の配置
における２つのポンプ７２０ａ、７２０ｂといったように、直列または並列にされる任意
の数のポンプを用いることができる。
【００９４】
　[00102]　図９の実施形態は、第１の容器７３０のエクストラクタ７０２への接続が直
接であるという点で、図８の実施形態とは異なる。接続は、局所周囲雰囲気を介していな
い。したがって、第１の容器７３０は、排気アウトレット７３９を介して流体ラインによ
ってエクストラクタ７０２に接続されている。排気部への接続が直接であるので、二酸化
炭素の漏れの危険を少なくするためのチェックバルブが不要である。センサ２００、７５
０、７７０と同様の圧力センサ７５５が流体ラインに設けられ、例えば流体ラインにおけ
る漏れを検出する。センサ７５５が特定の大きさを下回る圧力を検出すると、これは、漏
れを示すものであり、センサ７５５が接続されている安全コントローラ５００に信号が供
給される。圧力センサ７５５は、１つの圧力スイッチであっても、実際には、図８に示し
、かつ例えば図６におけるスイッチ２００を参照して上述したように冗長性目的から２つ
の圧力スイッチであってもよい。排気アウトレット７３９とエクストラクタ７０２との間
の流体ラインは連続的であるので、１つの圧力センサ７５５か、またはセンサのセットが
ある。（これは図８に示すように２つの７５０、７７０と比べられる）。
【００９５】
　[00103]　図８に示す実施形態における抽出流路における開放接続は、可変の流れ条件
下で二酸化炭素の濃度が高い排気ガスの効果的な抽出を可能にするものである。これは開
放接続部７０１への流れラインは過圧状態にあり、開放接続部は周囲圧状態にあり、エク
ストラクタ７０２を通る流量が負圧状態を生成するからである。開放接続部からエクスト
ラクタへの一定流量は、容器７３０からの開口内への最大流量を超えるので、容器から開
放接続部に流入する流体は全てエクストラクタによって抽出される。この配置は、大きい
流れおよび圧力作業範囲を有することによって、ロバストである。しかし、複雑な設計を
有する。
【００９６】
　[00104]　図９に示す実施形態におけるように、システム設計は、抽出流体ラインにお
ける開放接続部を取り外し、圧力および流れレジームの作業範囲を選択することにより、
単純化することができる。適切な作業範囲は、ある流量と低圧を有する。例えば排気アウ
トレット７３９とエクストラクタ７０２との間の流体ラインは、負圧、即ち、真空状態に
ありうる。容器７３０からの流量が可変であるので、負圧は可変である。流体ラインは、
エクストラクタ７０２を通る流量が、容器７３０から流体ラインへの最大流量より高いの
で、負圧状態にある。二酸化炭素は安全に抽出されうる。
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【００９７】
　[00105]　特定の圧力および流れレジーム下では、エクストラクタ７０２への流体ライ
ンにおけるコンポーネント（例えばセンサ）は、不十分な感度を有するか、または、エク
ストラクタのように、流体ラインに印加される可変負圧に耐えられるように十分にロバス
トではない。これは、コンポーネントは（容器７３０と開放接続部７０１との間の）可変
過圧状態か、または、（開放接続部７０１とエクストラクタ７０２との間の）一定負圧状
態を経験する図８に示される配置と比較される。このような圧力および流れレジームでは
、可変の負圧状態と比べて、エクストラクタ７０２といったコンポーネントは、より長い
寿命を有することが予測され、また、センサ７５５といった他のコンポーネントは、可変
の負圧および例えばコンポーネントよりもその感度範囲内にある可能性が高い。したがっ
て、抽出流れラインにおける圧力および流れは依然として可変であるが、可変性が抽出シ
ステムおよびそのコンポーネントの動作に影響を及ぼさないように流れレジームは選択さ
れる。したがって、抽出流体ラインの設計は、十分な寿命、制度、および設計の単純さを
確実にする運転圧力および流量に適しているように選択されうる。
【００９８】
　[00106]　本発明の第１の態様では、抽出システムが提供され、この抽出システムは、
特定の大きさを超える上流圧力にて開くように構成されたチェックバルブへ導管に沿って
ガスを送出するポンプと、ポンプとチェックバルブとの間のガス圧を示す信号を生成する
圧力センサと、圧力センサからの信号がポンプとチェックバルブとの間のガス圧が特定の
大きさを下回ることを示す場合に、停止信号を生成するように構成されたコントローラと
、を備える。
【００９９】
　[00107]　圧力センサは、ポンプとチェックバルブとの間のガスの特定の圧力にて切り
替わる圧力スイッチでありうる。抽出システムは、チェックバルブの下流に負圧源を備え
うる。抽出システムは、チェックバルブの下流に、チェックバルブの下流のガス圧を示す
信号を生成する更なる圧力センサを備えうる。コントローラは、更なる圧力センサからの
信号が、チェックバルブの下流のガス圧が特定の大きさを上回ることを示す場合に、停止
信号を生成するように構成されうる。抽出システムは、チェックバルブの下流にコネクタ
を備えてよく、このコネクタは、ガス流を受け取るよう導管を外部の負圧源に接続するよ
うに構成される。
【０１００】
　[00108]　本発明の第２の態様では、リソグラフィ装置用の抽出システムが提供され、
このシステムは、ガス流用の導管と、特定の大きさを超える上流圧力にて開くように構成
された、導管内のチェックバルブと、ガス流を導管に沿ってチェックバルブに送出するよ
うに構成されたポンプと、チェックバルブの下流のコネクタであって、導管を外部負圧源
に流体接続して導管からガス流を受け取るように構成され、周囲雰囲気に流体接続された
外部負圧源との接続を形成するように構成されたコネクタとを備える。
【０１０１】
　[00109]　コネクタは、周囲雰囲気への開口を備えうる。コネクタは、物理的に接触す
ることなく負圧源に流体接続するように構成されうる。負圧源は、例えば工場のガスエク
ストラクタでありうる。
【０１０２】
　[00110]　本発明の第３の態様では、第１または第２の態様による排出システムと、ガ
ス供給源と、を備えるリソグラフィ装置が提供され、コントローラからの停止信号が、ガ
ス供給源および／またはポンプを停止する。
【０１０３】
　[00111]　本発明の第４の態様では、ポンプシステムが提供され、このポンプシステム
は、ガスを送出するように適応された液体潤滑ポンプと、ポンプからガスおよび液体を受
け取る第１の容器であって、ガスを供給する排気アウトレットを備え、かつ液体を供給す
る、該排気アウトレットより下のオーバフローアウトレットを備える第１の容器と、オー
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バフローアウトレットと流体連結している第２の容器であって、ドレインアウトレットを
備える第２の容器と、ドレインアウトレットの下流のポンプと、ポンプの下流にあり、特
定の大きさを超える上流圧力にて開くように構成されたチェックバルブと、を備える。
【０１０４】
　[00112]　ポンプシステムは、第２の容器内の液面を検出するレベルセンサと、レベル
センサからの信号に基づいてポンプを制御して、容器内の液面を特定の範囲内に維持する
ように構成されたコントローラとを備えうる。
【０１０５】
　[00113]　本発明の第５の態様では、リソグラフィ装置が提供され、このリソグラフィ
装置は、投影システムの最終要素と対向表面との間に空間に液体を供給する流体ハンドリ
ングシステムであって、該空間内の液体のメニスカスの半径方向外側にガス流を供給する
第１のガスアウトレットを有する流体ハンドリングシステムと、温度調整されたガス流を
オブジェクト上に供給する、第１のガスアウトレットの半径方向外側の第２のガスアウト
レットと、第２のガスアウトレットにおけるまたはその上流の流れおよび／または圧力を
検出するセンサを備える制御システムであって、当該センサからの信号が第２のガスアウ
トレットにおけるまたはその上流の流れおよび／または圧力が特定の大きさを下回ること
を示す場合に、液体のメニスカスの半径方向外側のガス流の供給を停止するように構成さ
れる制御システムと、を備える。
【０１０６】
　[00114]　センサは、第２のガスアウトレットにおけるまたはその上流の特定の圧力ま
たは流量にて切り替わる圧力または流量スイッチでありうる。流体ハンドリングシステム
は、第１のガスアウトレットの半径方向外側にコレクタ開口を備えうる。リソグラフィ装
置は、コレクタ開口の下流にセンサを備えてよく、この場合、制御システムは、センサか
らの信号がコレクタ開口の下流の流れおよび／または圧力が特定の範囲外であることを示
す場合に、液体のメニスカスの半径方向外側のガス流を停止するように構成される。セン
サはスイッチでありうる。リソグラフィ装置は、流体ハンドリング構造の下で移動するよ
うに構成された少なくとも２つのテーブルを備えうる。第２のガスアウトレットは、温度
調整されたガスの流れを、流体ハンドリング構造の下のテーブル上であるが、流体ハンド
リング構造によって覆われていないオブジェクトの領域上に供給するように向けられうる
。
【０１０７】
　[00115]　本発明の第６の態様では、リソグラフィ装置があり、このリソグラフィ装置
は、二酸化炭素源から二酸化炭素が供給される容積と、容積へのアクセスが試みられたこ
とおよび／または容積の誤閉鎖を検出するセンサを備える制御システムであって、当該セ
ンサからの信号が容積へのアクセスが試みられたことおよび／または容積の誤閉鎖を示す
場合に、容積への二酸化炭素の供給を停止するように構成されている制御システムと、を
備える。
【０１０８】
　[00116]　容積は壁によって境界付けられうる。センサは、壁の離れる動作を検出する
ように位置決めされうる。
【０１０９】
　[00117]　本発明の第７の態様では、供給源からデバイスに二酸化炭素を供給する二酸
化炭素供給システムがあり、この供給システムは、供給源からデバイスへの二酸化炭素の
流れのための供給ラインと、供給ラインにおけるバルブであって、ガスが供給ラインに沿
って流れることができる開位置と、供給ラインに沿ったガス流が遮断される閉位置とを有
するバルブと、制御システムであって、供給ラインにおけるガスの第１の流量または圧力
にて切り替わる供給ラインにおける第１のスイッチ、および供給ラインにおけるガスの第
２の流量または圧力にて切り替わる供給ラインにおける第２のスイッチを備え、（ｉ）第
１のスイッチからの信号が供給ラインにおけるガスが第１の流量または圧力を上回ること
を示す場合、または、（ｉｉ）第２のスイッチからの信号が供給ラインにおけるガスが第
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２の流量または圧力を下回ることを示す場合、バルブを開位置から閉位置に移動させるよ
うに構成されている制御システムと、を備える。
【０１１０】
　[00118]　バルブは、ノーマルクローズ弁であってよい。第１のスイッチ、第２のスイ
ッチ、または両方は、特定の圧力にて切り替わりうる。供給システムは、供給ラインにお
いて質量流量コントローラを備えうる。制御システムは、（ｉ）第１のスイッチからの信
号が、供給ラインにおけるガスが第１の流量または圧力を上回ることを示す場合、または
、（ｉｉ）第２のスイッチからの信号が、供給ラインにおけるガスが第２の流量または圧
力を下回ることを示す場合、質量流量コントローラをオフに切り替えるように構成されう
る。供給システムは、質量流量コントローラの下流または上流の供給ラインにおいて、供
給ラインにおけるガスの特定の流量または圧力にて切り替わる更なる第２のスイッチを備
え、この場合、制御システムは、更なる第２のスイッチからの信号が供給ラインにおける
ガスが特定の流量または圧力を下回ることを示す場合、バルブを閉位置に移動させる、お
よび／または、質量流量コントローラをオフに切り替えるように構成されている。供給シ
ステムは、バルブの下流で、かつ質量流量コントローラの上流の供給ラインから外れてい
る分岐ラインを備えてよく、制御システムは、バルブと質量流量コントローラとの間の供
給ラインにおける圧力を下げるようにバルブを閉位置に移動させて後、分岐ラインにおけ
る分岐ラインバルブを開くように構成されている。供給システムは、供給ラインにおける
ガスの第１の流量または圧力にて切り替わる更なる第１のスイッチを供給ラインにおいて
備えうる。
【０１１１】
　[00119]　本発明の第８の態様では、リソグラフィ装置と二酸化炭素供給システムがあ
り、このリソグラフィ装置は、本発明の第３、５または６の態様によるリソグラフィ装置
であり、二酸化炭素供給システムは、本発明の第７の態様による二酸化炭素供給システム
である。
【０１１２】
　[00120]　リソグラフィ装置および二酸化炭素供給システムは、本発明の第１または２
の態様による抽出システム、および／または、本発明の第４の態様によるポンプシステム
を備える。
【０１１３】
　[00121]　本発明の第９の態様では、リソグラフィ装置があり、このリソグラフィ装置
は、供給源からデバイスに二酸化炭素を供給する二酸化炭素供給システムと、次の事項の
うち１つ以上の事項が生じると二酸化炭素供給システムを停止するように構成された制御
システムと、を備える。（ｉ）圧力センサが、抽出システム内のポンプとチェックバルブ
との間のガス圧が特定の大きさを下回ることを示す信号を生成すること、（ｉｉ）センサ
が、温度調整されたガス流を供給するガスアウトレットにおけるまたはその上流の流量お
よび／または圧力が特定の大きさを下回ることを示す信号を生成すること、（ｉｉｉ）ス
イッチからの信号が、二酸化炭素供給システムの供給ラインにおけるガスが第１の流量ま
たは圧力を上回るか、または、第２の流量または圧力を下回ることを示すこと、および／
または（ｉｖ）センサからの信号が、二酸化炭素供給システムから二酸化炭素が供給され
る容積へのアクセスが試みられたことを示すこと。
【０１１４】
　[00122]　本発明の第１０の態様では、抽出システムがあり、この抽出システムは、ガ
ス流用の導管と、導管内のチェックバルブと、ガス流を導管に沿ってチェックバルブに送
出するポンプと、ポンプとチェックバルブとの間の導管におけるガス圧が特定の大きさを
下回ることを示す信号を生成する圧力センサと、少なくとも圧力センサに信号的に接続さ
れ、圧力センサによって生成された信号を受信すると停止信号を生成するように構成され
るコントローラと、を備える。
【０１１５】
　[00123]　抽出システムは、特定の大きさを超える上流圧力にて開くようチェックバル
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ブを備えうる。
【０１１６】
　[00124]　二酸化炭素の供給を制御する第１１番目の方法では、二酸化炭素の供給は、
次の事項のうち１つ以上の事項が生じると止められる。（ｉ）圧力センサが、抽出システ
ム内のポンプとチェックバルブとの間のガス圧が特定の大きさを下回ることを示す信号を
生成すること、（ｉｉ）センサが、温度調整されたガス流を供給するガスアウトレットに
おけるまたはその上流における流量および／または圧力が特定の大きさを下回ることを示
す信号を生成すること、（ｉｉｉ）スイッチからの信号が、二酸化炭素供給システムの供
給ラインにおけるガスが第１の流量または圧力を上回るか、または、第２の流量または圧
力を下回ることを示すこと、および／または（ｉｖ）センサからの信号が、二酸化炭素供
給システムから二酸化炭素が供給される容積へのアクセスが試みられたことを示すこと。
【０１１７】
　[00125]　本明細書において、ＩＣ製造におけるリソグラフィ装置の使用について具体
的な言及がなされているが、本明細書記載のインスペクション方法および装置が、集積光
学システム、磁気ドメインメモリ用のガイダンスパターンおよび検出パターン、フラット
パネルディスプレイ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜磁気ヘッド等の製造といった他
の用途を有し得ることが理解されるべきである。当業者には当然のことであるがそのよう
な別の用途においては、本明細書で使用される「ウェーハ」または「ダイ」という用語は
すべて、それぞれより一般的な「基板」または「ターゲット部分」という用語と同義であ
るとみなしてよい。本明細書に記載した基板は、露光の前後を問わず、例えば、トラック
（通常、基板にレジスト層を塗布し、かつ露光されたレジストを現像するツール）、メト
ロロジーツール、および／またはインスペクションツールで処理されてもよい。適用可能
な場合には、本明細書中の開示内容を上記のような基板プロセシングツールおよびその他
の基板プロセシングツールに適用してもよい。さらに基板は、例えば、多層ＩＣを作るた
めに複数回処理されてもよいので、本明細書で使用される基板という用語は、すでに多重
処理層を包含している基板を表すものとしてもよい。
【０１１８】
　[00126]　本明細書において使用される「放射」および「ビーム」という用語は、紫外
線（ＵＶ）（例えば４３６ｎｍ、４０５ｎｍ、３６５ｎｍ、２４８ｎｍ、１９３ｎｍ、１
５７ｎｍ、または１２６ｎｍの波長またはおよそこれらの値の波長を有する）含むあらゆ
る種類の電磁放射を包含している。「レンズ」という用語は、文脈によって、屈折および
反射型光学コンポーネントを含む様々な種類の光学コンポーネントのいずれか１つまたは
組み合わせを指しうる。
【０１１９】
　[00127]　以上、本発明の具体的な実施形態を説明してきたが、本発明は、上述以外の
態様で実施できることが明らかである。例えば、本発明の実施形態は、上に開示された方
法を記述する１つまたは複数の機械可読命令のシーケンスを含むコンピュータプログラム
、または、かかるコンピュータプログラムが記憶されたデータ記憶媒体（例えば半導体メ
モリ、磁気または光ディスク）の形態を取りうる。さらに、機械可読命令は、２つ以上の
コンピュータプログラムに具現化されうる。この２つ以上のコンピュータプログラムは、
１つ以上の様々なメモリおよび／またはデータ記憶媒体に記憶されうる。
【０１２０】
　[00128]　本明細書に記載されるコントローラはいずれも、１つまたは複数のコンピュ
ータプログラムがリソグラフィ装置の少なくとも１つのコンポーネント内に配置された１
つまたは複数のコンピュータプロセッサによって読み出された場合に、単独でまたは組み
合わされて動作可能である。コントローラは、単独でまたは組み合わされて、信号を受信
、処理、および送信するための任意の適切な構成を有する。１つまたは複数のプロセッサ
は、コントローラのうちの少なくとも１つと通信するように構成されている。例えば各コ
ントローラは、上述した方法のための機械可読命令を含むコンピュータプログラムを実行
するための１つまたは複数のプロセッサを備えうる。コントローラは、そのようなコンピ
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受け取るハードウェアを備えうる。したがって、コントローラは、１つまたは複数のコン
ピュータプログラムの機械可読命令に応じて動作しうる。
【０１２１】
　[00129]　本発明の１つまたは複数の実施形態は、液浸液が浴式で、または基板の局所
的な表面領域上のみに、または非閉じ込め状態で与えられるかに関わらず、任意の液浸リ
ソグラフィ装置、特に、排他的にではないが、上述したようなタイプらに適用されうる。
非閉じ込め構成では、液浸液は、基板および／または基板テーブルの表面上を流れうるの
で、基板テーブルおよび／または基板の覆われていない表面全体が実質的に濡れる。その
ような非閉じ込め液浸システムでは、液体供給システムは、液浸液を閉じ込めないか、ま
たは、一部の液浸液を閉じ込めうるが実質的に完全には液浸液を閉じ込めない。
【０１２２】
　[00130]　本明細書において考案されるような液体供給システムは、広義に解釈される
べきである。特定の実施形態では、液体供給システムは、投影システムと、基板および／
または基板テーブルとの間の空間に液体を供給する機構、または構造組合せでありうる。
液体供給システムは、１つ以上の構造体、１つ以上の液体開口を含む１つ以上の流体開口
、１つ以上のガス開口、または、２相流のための１つ以上の開口の組み合わせを備えうる
。開口は、それぞれ、液浸空間へのインレット（または流体ハンドリング構造からのアウ
トレット）、または、液浸空間からのアウトレット（または流体ハンドリング構造へのイ
ンレット）でありうる。一実施形態では、空間の表面は、基板および／または基板テーブ
ルの一部でありうる、または、空間の表面は、基板および／または基板テーブルの表面を
完全に覆いうる、または、空間は、基板および／または基板テーブルを包みうる。液体供
給システムは、任意選択的に、液体の位置、量、質、形状、流量、または任意の他の特徴
を制御する一つ以上の要素をさらに含みうる。
【０１２３】
　[00131]　上記説明は、限定ではなく例示的あることを意図している。したがって、当
業者であれば、以下に記載される特許請求の範囲から逸脱することなく本発明に変更を行
いうることは明らかであろう。
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